
リコールに係る不正行為に対する再発防止対策

平成１６年に発覚した自動車メーカーによるリコール隠し等の不正行為を踏まえ、自動車メーカーに

よる隠蔽、虚偽報告、データ改ざん等の不正行為を排除し、リコールの迅速、確実な実施を図るため、

国の情報収集の強化、監査の強化、技術的検証の実施といった再発防止対策を行っているところ。
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・不具合情報ホットラインのＰＲ（モーターショー、高速道路ＳＡにおける広報
活動。ラジオ広告、道の駅等でのチラシ配布等）

・自動車メーカーから重大な不具合情報の報告

・運送事業者からの車両故障発生状況報告の充実

・警察から車両の不具合に原因があると思われる情報の提供 等

・疑義あるメーカーへの集中監査、各種データの総
合的分析による重点監査、ディーラー監査の充実

・監査体制の強化

・書面審査に加え、疑義案件については交通安全環境研究所において現車確認、試験を実施

（独立行政法人交通安全環境研究所にリコールの技術的検証を行うための体制を整備。）
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